
■山形市公共下水道事業受益者負担金等の督促、延滞金に関する条例（抜粋） 

（督 促） 

第２条 上下水道事業管理者は、受益者が納期限までに負担金を完納しない場合におい

ては、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。 

２ 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発する日から起算して10日を経

過した日とする。 

（延滞金） 

第３条 受益者が、納期限内に負担金を納付しない場合には、延滞金を徴収する。 

 

 

 

■山形市指定下水道工事店規程（抜粋） 

（目 的） 

第１条 この規程は、山形市下水道条例（昭和40年市条例第29号。以下「条例」という。）

第７条第２項の規定に基づき、山形市指定下水道工事店（以下「指定工事店」という。）

等に関し必要な事項を定めることにより、排水設備等の工事の適正な施行を確保するこ

とを目的とする。 

（指定工事店の責務） 

第２条 指定工事店は、この規程並びに下水道に関する法令、条例その他の規程及び山

形市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が排水設備等の工事の施行に関し

て別に定める事項に従い、誠実に排水設備等の工事を施行しなければならない。 

（指定要件） 

第３条 管理者は、次に掲げる要件に適合している工事店を指定工事店として指定する

ものとする。ただし、工事店が、次条各号のいずれかに該当するとき、又は経営内容そ

の他の事項について著しく指定工事店として不適当であると管理者が認めるときは、こ

の限りでない。 

（1） 下水道排水設備工事責任技術者（以下「責任技術者」という。）が１人以上専

属していること。 

（2） 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。 

（3） 山形県内に営業所があること。 

 

 

 

 

 

 


